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小田原短期大学  競争的資金等の監査に関する内規 

制定 平成２７年４月１日 

（目的） 

第１条 この規程は、「小田原短期大学 競争的資金等の取扱いに関する規程」第１６条に基

づき、小田原短期大学（以下「本学」という。）における競争的資金等のモニタリング

及び監査の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）競争的資金等  

文部科学省または文部科学省が所管する独立行政法人から配分される公募型の

研究資金をいう 

（２）不正  

実態とは異なる謝金等の請求、物品購入に係る架空請求、不当な旅費の請求、

その他関係法令、競争的資金等の資金配分機関の定め及び本学の関係規程等に

違反した研究費の使用 

（３）監査対象者 

競争的資金等の交付を受けた研究代表者（研究分担者を含む。）及びその支出事

務を行う部署の事務職員等 

（監査室） 

第３条 監査は、監査室が行うものとする。 

２ 監査室は総務部内に設置し、責任者は総務部長をもって充てる。 

（監査室の権限） 

第４条 監査室は、監査対象者に対し、監査の実施に必要な一切の書類の提出及び監査に必

要な説明を求めることができる。 

２ 監査室は、必要により学外の関係先に内容の照会又は事実確認を求めることができ

る。 

（監査対象者の協力義務） 

第５条 監査対象者は、監査が円滑かつ効果的に実施できるよう積極的に協力しなければな

らない。 

（監査実施の通知） 

第６条 監査室は、監査の実施に当たっては、あらかじめ監査の実施日時を監査対象者に通

知するものとする。ただし、緊急を要する場合又は特に必要があると認められる場合

には、事前に通知することなく監査を実施することができる。 

（監査方法） 

第７条 監査は、競争的資金等の資金配分機関の定め及び本学の関係諸規程等への違反行為
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の有無を検証するため、書面監査を実施し必要に応じて実地監査を行うものとする。 

２ 書面監査は、関係書類の精査、会計伝票の照合等の書類上の調査により実施する。 

３ 実地監査は、書類上の調査に止まらず、実際の補助金等の使用状況や納品状況等の

事実関係を検証するため、監査対象者へのヒアリング等により実施する。 

  ４ 監査室は、不正が発生するリスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ち

等を含めたモニタリングを実施する。 

（監査室の責務） 

第８条 監査室は、監査における事実確認及び補助金等の使用における適正性の判断につい

て、常に公正かつ厳正でなければならない。 

２ 監査室は、監査により知り得た事項を他に漏らしてはならない。 

３ 監査室は、監査の実施に当たり、監査対象者の業務に著しい支障が生じないよう配

慮しなければならない。 

（監査結果の説明等） 

第９条 監査室は、監査終了後、その結果を監査対象者に説明又は提示を行い、監査対象者

から意見等があるときは、十分にその意見を聴取し、監査報告書の作成に資するもの

とする。 

（監査報告） 

第１０条 監査室は、監査終了後、速やかに監査結果をまとめた報告書を作成し、学長に報

告しなければならない。 

（改善指示等） 

第１１条 学長は、前条の監査報告書により改善の措置が必要と認められるときは、監査対

象者に対して改善の指示を行う。 

２ 学長は、前条の監査報告書により、不正の疑いが認められると判断したときは、「小

田原短期大学 研究活動の不正行為への対応に関する規程」における不正使用に係

る調査手続き等に基づき、予備調査、本調査、調査委員会の設置等、必要な措置を

講じなければならない。 

（運営・管理体制の検証等） 

第１２条 監査室は、本学における競争的資金等の運営・管理体制について検証を行わなけ

ればならない。 

２ 監査室は、前項における検証の結果、当該運営・管理体制に改善等の措置が必要と

認められるときは、学長に対し是正を求めなければならない。 

（改廃） 

第１３条 この内規を改正するときは、小田原短期大学全学運営評議会の議を経て教授会の

議決により行う。 

附 則 

この内規は、平成２７年４月１日から施行する。 


